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４ 号 案 件： 
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５ 号 案 件： 

（諮問案件） 

都市計画法第１９条第１項の規定により、前橋市が定める都市計

画に関する議案（前橋市決定） 

都市計画法第１８条第１項の規定により、群馬県が前橋市に意見

を聴き、定める都市計画に関する議案（群馬県決定） 

都市計画法以外の法令により、都市計画審議会の議を経ること等

を求められている性質の議案（建築基準法第５１条ただし書きに

よる敷地位置指定等） 

法令に定めはないが、本市の都市計画を行う上で、市長が都市計

画審議会の意見を聴くことが必要と判断して提出する議案 

都市計画法第２１条の５第２項の規定により、計画提案の素案に

ついて都市計画審議会に意見を聴く必要がある議案 

※付議案件：都市計画法及び他の法令によりその権限に属された事項（議決を要 

するもの）の調査審議を行うもの 

※諮問案件：他の法令によりその権限に属された事項（審議を要するもの）及び 

市長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議を行うもの 
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第１号議案 

前橋都市計画道路（３・４・４６号赤城山線ほか１路線）の変更について（諮問） 

諮問第１号により前橋市長から諮問がありましたので、次のとおり審議会の意見を

求めます。 

平成２９年１１月２１日 

前橋市都市計画審議会会長 
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前橋都市計画道路の変更（群馬県決定・案）

都市計画道路中３・５・４６号赤城山線ほか１路線を次のように変更する。

「変更区域および構造は計画図表示のとおり」

理　　　由

幹線街路と平
面交差6箇所

幹
線
街
路

前橋市
三俣町
三丁目

前橋市
上小出
町三丁
目

前橋市
北代田
町字北

約
2,820
ｍ

地表式

種

別

名称 位置 区域 構造
地表式の区間

に
おける鉄道等と
の交差の構造

備

考
番号 路線名 起点 終点

主な
経過地

延長
構造
形式

車　線
の　数

幅員

　前橋都市計画道路３・４・４６号赤城山線は、前橋市市街地中心から都市計画道路３・２・７３号上武道
路（国道１７号）とを結ぶ幹線街路で、郊外から市街地への安全で円滑なアクセスを担うべき道路として
位置付けられている。
　今回、北代田橋北から主要地方道前橋西久保線間の事業化に向けて、交通需要及び周辺地域の状
況を勘案し、渋滞緩和と安全な交通を確保するため、右折車線の設置とともに横断構成及び名称を変更
するものである。
　また、３・４・３１号三俣下小出線は、赤城山線との交差点部の形状を変更する。

約
3,930
ｍ

地表式 2車線 17.0m

幹線街路上武
道路と立体交
差1箇所
幹線街路と平
面交差8箇所

3・4
・46

赤城山
線

前橋市
城東町
三丁目

前橋市
上細井
町字上
町

前橋市
若宮町
三丁目

3・4
・31

三俣下
小出線

2車線 16.0m
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（変更前）

（変更後）

備

考
番号 路線名 起点 終点

地表式の区間
に

おける鉄道等と
の交差の構造

種

別

名称 位置 区域 構造

主な
経過地

延長
構造
形式

車　線
の　数

幅員

3・
5・46

赤城山
線

前橋市
城東町
三丁目

前橋市
上細井
町字上
町

前橋市
若宮町
三丁目

都市計画道路新旧対照表

種

別

名称 位置 区域 構造
備

考
番号 路線名

約
3,930
ｍ

地表式 2車線 15.0m

幹線街路上武
道路と立体交
差1箇所

幹線街路と平
面交差8箇所

幹
線
街
路

前橋市
若宮町
三丁目

約
3,930
ｍ

地表式

起点 終点
主な
経過地

延長
構造
形式

幹
線
街
路

3・
4・46

赤城山
線

前橋市
城東町
三丁目

前橋市
上細井
町字上
町

2車線 17.0m

幹線街路上武
道路と立体交
差1箇所

幹線街路と平
面交差8箇所

幅員

地表式の区間
に

おける鉄道等と
の交差の構造

車　線
の　数

2車線 16.0m
幹線街路と平
面交差6箇所

3・4
・31

三俣下
小出線

前橋市
三俣町
三丁目

前橋市
上小出
町三丁
目

前橋市
北代田
町字北

幹
線
街
路

幹
線
街
路

3・4
・31

三俣下
小出線

前橋市
三俣町
三丁目

前橋市
上小出
町三丁
目

前橋市
北代田
町字北

約
2,820
ｍ

地表式 2車線 16.0m
幹線街路と平
面交差6箇所

約
2,820
ｍ

地表式
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第２号議案 
 
 
 

前橋市立地適正化計画（都市機能誘導区域）について（諮問） 
 

諮問第２号により前橋市長から諮問がありましたので、次のとおり審議会の意見を

求めます。 
 
平成２９年１１月２１日 

 
前橋市都市計画審議会会長 
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